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ユニット型介護老人保健施設 青照苑 入居利用約款 

 

（約款の目的） 

第１条 ユニット型介護老人保健施設青照苑（以下「当施設」という。）は、要介護状態と認定された入居 

者（以下「入居者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、入居者一人ひとりの意思及び 

人格を尊重し、施設サービス計画に基づきその居宅における生活への復帰（退居の判定協議を 

定期的に３ヶ月毎に行います。）を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が 

連続したものとなるよう配慮しながらケア（以下「ユニットケア」という。）を行い、一方、入居者及び 

その家族又は入居者の身元を引き受ける者（以下「身元引受人」という。）は、当施設に対し、その 

サービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、入居者及び身元引受人がユニット型介護老人保健施設青照苑入居利用同意書を当施

設に提出したときから効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場合は、新たに同意を得

ることとします。 

２  入居者は､前項に定める事項の他､本約款の別紙１及び別紙３の改定が行なわれない限り､初回利

用時の同意書提出をもって､引き続き当施設を利用することができるものとします｡ 

 

（入居者からの解除） 

第３条 入居者及び身元引受人は、当施設に対し、退居の意思表明をすることにより、本約款に基づく入居

利用を解除・終了することができます。 

 

（当施設からの解除） 

第４条 当施設は、入居者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入居利用を解

除・終了することができます。 

① 入居者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 

② 当施設で定期的に実施される入居継続検討会議において、退居して居宅において(居宅同等の

生活が可能な施設を含む)生活ができると判断された場合又はリハビリの効果が望めない状態となり

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等への入居が妥当であると判断された場合 

③ 入居者の病状、心身状態等が著しく悪化し（発熱、食欲不振、嚥下障害、軽度意識障害、痙攣を

繰り返す場合、貧血・浮腫の増悪など）、当施設での適切な介護保健施設サービスの提供を超える

と判断された場合 

④ 入居者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を１か月分以上滞納し、その支払を督促   

したにもかかわらず３０日間以内に支払われない場合 

⑤ 入居者及びご家族が、当施設、当施設の職員又は他の入居者等に対して、利用継続が困難とな

る程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができな

い場合 

 

（利用料金） 

第５条 入居者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく介護保健施設サービスの 

対価として、別紙３の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び入居者が個別 

に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設 

は、入居者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。 

２ 当施設は、入居者及び身元引受人に対し、前月料金の合計額の請求書を毎月１０日頃に発送し、

入居者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の２７日に口座振替に

て支払うものとします。（金融機関が休日の場合は翌営業日。） 
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３ 当施設は、入居者又は身元引受人から、第１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、入居

者又は身元引受人に領収書を発送いたします。 

 

（記録） 

第６条 当施設は、入居者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了

後５年間は保管します。 

２ 当施設は、入居者が前項の記録の閲覧、謄写（有料）を求めた場合には、原則として、これに応じ

ます。但し、身元引受人その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、当施設の医師が

判断し、入居者の承諾がある場合、その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

 

（身体拘束等） 

第７条 当施設は、事業者の計画に従い、入居者の身体拘束等の適正化のため、次に掲げるとおり必

要な措置を講じます。 

（１） 入居者等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行 

いません。 

（２） やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身状況 

並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その 

結果について、従業員に周知徹底します。 

 （４）身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

 （５）従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

（高齢者虐待防止等） 

第８条 当施設は、入居者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次に掲げるとおり必要な措置を講 

じます。 

（１） 虐待防止等のため対策を検討する委員会として虐待防止委員会を定期的に開催すると 

ともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底します。 

 （２）虐待防止のための指針の整備を行います。 

 （３）従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に行い、研修を通じて 

従業者の人権意識、知識および技術の向上に努めます。 

 （４）第３項を適切に実施するために虐待防止に関する責任者を選定します。 

  ２ サービス提供中に、当施設の従業者又は身元引受人又は家族等による虐待を受けたと思 

われる入居者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報を行います。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第９条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対するサービス提供を継続 

的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「 

業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

  ２ 当施設は、従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び 

訓練を定期的に実施します。 

  ３ 当施設は、定期的に業務継続計画に見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を 

行います。 

 

（衛生管理等） 

第１０条 当施設は、従業者等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。 

  ２ 当施設は、当施設の設備及び備品等において、衛生的な管理に努めます。 
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（褥瘡対策等） 

第１１条  当施設は、入居者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しない

ような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策マニュアルを定めその発生を防止するための体制を

整備します。 

 

(感染対策等) 

第１２条 当施設は、入居者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、感染症又は食中毒

の発生、又はまん延しないように適切な看護・介護に努めます。 

２ 感染対策委員会の設置及び感染対策マニュアルを定め、その発生を防止するための体制等 

を整備するとともに専任の感染対策担当者を配置します。 

３ 感染症発生時について、入居者に対するサービス提供の継続及び非常時おいても早期に業 

務再開をするため、計画の策定、整備等の必要な措置を講じ、従業者に対し、定期的な研修、訓 

練等を行います。 

 

(ハラスメント対策等) 

第１３条  当施設は、適切なサービスの提供を確保するため、職場において行われる性的な言動（セ 

クシャルハラスメント）、優越的な関係を背景とした言動（パワーハラスメント）及び著しい迷惑行為

（カスタマーハラスメント）等が業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環

境が害されることを防止するため、方針を明確化し必要な措置を講じます。 

 

（秘密の保持） 

第１４条  当施設とその職員（退職者も含む）は、業務上知り得た入居者又は身元引受人若しくは身元 

引受人以外の入居者家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。 

但し、次の各号についての情報提供については、当施設は、入居者及び身元引受人から、予 

め同意を得た上で行なうこととします。 

① 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事業者等へ

の情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。 

② 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合、

入居者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

３ 個人情報の使用目的等については別紙４のとおりです。 

 

（緊急時の対応） 

第１５条 当施設は、入居者に対し、医師の医学的判断により受診が必要と認める場合、協力医療機関又

はその他の医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、入居者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な状態、又は、

専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介しますので、速やかに転院

となることをご了承ください。 

３ 前２項のほか、入居利用中に入居者の心身の状態が急変した場合、当施設は、入居者及び身

元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

（事故発生時の対応について） 

第１６条  当施設のサービスの提供により事故が発生した場合には、別紙５のとおり速やかに対応します。 

 

（要望又は苦情等の申出） 

第１７条  入居者及び身元引受人は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦情

等について、当施設職員に申し出ることができます。また、備付けの用紙により、当施設の管理者
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宛ての文書（無記名可）を、事務室受付前および各階エレベーター前に設置の「ご意見箱」に投

函して申し出ることができます。 

     ２  サービス内容に関する要望又は苦情等の対応窓口等は別紙６のとおりとします。 

 

（賠償責任） 

第１８条  介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、入居者が損害被

った場合、当施設は、入居者に対して、損害を賠償するものとします。 

２ 入居者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、入居者及び身元引受人は、

連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第１９条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、入居者

又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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＜別紙１＞ 

                        ユニット型介護老人保健施設 青照苑のご案内 

                        （令和 7 年 7 月 1 日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施 設 名         ユニット型介護老人保健施設 青照苑 

   ・開設年月日        平成元年７月１３日 

    ・所 在 地         青森市羽白字野木和４５ 

   ・電話番号           ０１７－７８８－３０００  ・  ＦＡＸ番号  ０１７－７８８－３２９５ 

    ・管 理 者         木村 隆一 

    ・事業所番号         ０２５０１８００１５ 

 

（２）ユニット型介護老人保健施設 青照苑の目的と運営方針 

 〔目  的〕 

１、 当施設は、入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅

における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したも

のとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並

びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、

自立的な日常生活を営むことを支援します。 

２、 当施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、

居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との綿密な連携に努めます。 

 

［運営方針］ 

   １、 当施設は、入居者がその有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自立

的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画

一的なものとならないよう、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行います。 

２、当施設のサービスの提供にあたり、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って

生活を営むことができるよう配慮して行います。 

    ３、当施設のサービスの提供にあたり、入居者のプライバシーの確保に配慮して行います。 

    ４、 当施設のサービスの提供にあたり、入居者の自立した生活を支援することを基本として、

入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握

しながら、適切に行います。 

  ５、当施設の職員は、サービスの提供に当たって入居者又はその家族に対し、サービスの提供

方法等について、理解しやすいように説明を行います。 

６、当施設は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

 

（３）施設の職員体制 

 常 勤 非常勤 夜 勤 業務内容 

・管理者(医師)      １ 
  施設全体の業務を総括管理、指導を行う。入居者の病状及

び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

・医 師       ５  
入居者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対

応を行う。 

・薬剤師            ２  
医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管

理するほか、入居者に対し服薬指導を行う。 

・看護職員    １０    ２ (再掲)１ 
医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を

行うほか、入居者の施設サービス計画に基づく看護を行う。 

・介護福祉士     ３０ ４   
(再掲)５ 入居者の施設サービス計画に基づく介護を行う。 

・介護員      ５     ６ 
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・理学療法士   ３   
医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を

作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。 
・作業療法士 ３   

・言語聴覚士       １  

・管理栄養士      ２    
入居者の栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管

理を行う。 

 

・支援相談員 

 

     ４ 

 

 

 入居者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レ

クリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携を図る

ほか、ボランティアの指導を行う。 

・介護支援専門員 (再掲１) ３   
入居者の施設サービス計画の作成とともに、要介護認定及び

要介護認定更新の申請手続きを行う。 

・事務職員 (再掲２) ６ ２       庶務及び会計並びに事務業務に従事する。 

・その他 ３      ４       営繕、労務、訓練補助員、運転技能員 

   合  計 (再掲３) ６７    ２６ （再掲）６  

 

（４）入居定員等  ・定員 １００名 ( 短期入所療養介護 １０名含む ) 

・ユニット数  １０ユニット      ・ユニットごとの入居定員  １０名 

・療養室 個室 １００室〔うち特別室（トイレ・テレビ・冷蔵庫・エアコン付）４室 、 

特別室（トイレ･テレビ･冷蔵庫・応接セット・エアコン付）２室〕 

２．サービス内容 

 ① 施設サービス計画の立案 

 ②  食事〔食事は原則として食堂（生活共同室）でおとりいただきます。〕 

    朝食   ７時３０分～ 

    昼食 １２時００分～ 

    夕食 １８時００分～ 

③ 入浴（一般浴槽、ユニットバスのほか、入浴に介助を要する入居者には、リフト浴、特別浴槽等で対応

します。入居者は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、入居者の身体の状態に応じて

清拭となる場合があります。） 

 ④ 医学的管理・看護 

 ⑤ 介護（退居時の支援も行います） 

 ⑥ リハビリテーション（理学療法・作業療法・言語療法・認知症ケア等） 

 ⑦ 相談援助サービス 

⑧  行政手続代行 

⑨  日常生活の 1 日の流れ及びレクリエーション・クラブ一覧（例）＜別紙１－①＞ 

⑩  年中行事予定表＜別紙１－②＞ 

 ⑪ その他 

   ＊これらのサービスのなかには、入居者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありま 

すので、具体的にご相談ください。 

 

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関に協力をいただき、入居者の状態が急変した場合等には、速やかに対 

応をお願いするようにしています。 

 

・協力医療機関      

・名 称   青森慈恵会病院 

    ・住 所   青森市安田字近野１４６－１  

    ・電 話   ０１７－７８２－１２０１ 
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・名 称   青い森病院 

・住 所   青森市大字大谷字山ノ内１６－３ 

・電 話   ０１７－７２９－３３３０ 

 

◇緊急時の連絡先 

    緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・面会は他の入居者の方に迷惑をかけず、指定曜日・面会時間（9:30～16:30）を守るよう注意してください。面 

会の際には、面会簿・問診票等を記入して施設の許可を得てください。ただし、感染症流行時など、入居者 

感染予防のため面会を休止、もしくは予約面会・オンライン面会等で実施する場合がございます。 

・外出及び外泊の際は、所定の届出書を提出してください。なお、外泊については、１ヶ月７泊８日を限度 

といたします。無断での外出・外泊はしないようにしてください。ただし、感染症流行時など、入居者感染予 

防のため外出を休止する場合がございます。 

・当施設は禁煙となっています。 

・入居者の方の今後について検討する担当者会議等について、ご参加の協力をお願いすることがあります。

その際は施設ケアマネ及び支援相談員より事前にご家族の出席を依頼することがあります。 

・火気の取扱いには十分注意してください。 

・設備・備品は大事に利用してください。 

・衣類等の身の回り品の管理は、身元引受人又はご家族と予めご相談のうえ、居室担当者が行います。 

・金銭・貴重品の管理については、原則身元引受人又はご家族管理でお願いします。施設は、金銭及び貴重

品の紛失等の責は負えませんので、持ち込まないようお願いいたします。 

・外出・外泊時に無断で他の医療機関にかかることはできません。無断での受診の費用は、入居者の方にご

負担いただきます。但し緊急やむを得ない場合は、当施設に連絡してください。 

・ペットの持ち込みはしないでください。 

・携帯電話の持ち込みについては、施設の許可を得た場合のみ使用可能としております。 

  希望される方はお申し出ください。 

  ・けんか、口論、泥酔等他人に迷惑をかける行為はしないでください。 

・その他要望等がありましたら、ご相談ください。 

 

５．非常災害対策 

  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、補助散水栓、自動火災報知設備、非常警報器具、避難器具、 

誘導灯、誘導標識、自家発電設備、畜電池設備等 

  ・防災訓練  年２回（夜間を想定した避難訓練含む） 

 

６．禁止事項 

  当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、入居者の「営利行為、宗教の勧誘、

特定の政治活動」は禁止します。 

 

７．要望及び苦情等の相談 

    要望及び苦情等がございましたら当施設職員に、お気軽に申し出ください。 

（電話０１７－７８８－３０００） 

  要望や苦情などは、当施設支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、事務室

前および各階エレベーター前に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただくこともできます。 

 

８．その他 

  当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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＜別紙１－①＞ 

介護保健施設サービスの内容 

一．１日の生活の流れ（一例） 

5:00       おむつ交換 

6:30       起床・トイレ誘導整容・更衣 

7:30       朝食 

口腔ケア 

9:00       おむつ交換・トイレ誘導、入浴（火・金） 

9:30       リハビリ 

10:00       レクリエーション（月･水･木･土･日) 

10:30       お茶等の水分補給 

12:00       昼食 

口腔ケア 

13:30       おむつ交換・トイレ誘導、入浴（火・金）リハビリ 

14:00       レクリエーション（月･水･木･土･日) クラブ（第２､３木） 

15:30       お茶等の水分補給・おやつ 

18:00       夕食 

口腔ケア 

21:00       おむつ交換・トイレ誘導、消灯 

0:00       おむつ交換（尿量が多い方、褥瘡がある方） 

二．レクリエーション・クラブ活動一覧 

  レクリエーション クラブ 

 ・トランプ 

 ・カルタ 

 ・オセロ 

 ・輪投げ 

 ・映画鑑賞 

 ・風船バレー 

 ・ぬり絵 

 ・的当てゲーム 

 ・すごろく 

 ・お手玉 

 ・ソフトカーリング 

 ・パズル 

 ・ボウリング 

 ・旗上げ 

 ・カラオケ、器楽 

 ・学習 

・茶道クラブ（ 参加 ・ 不参加 ） 

・料理クラブ（ 参加 ・ 不参加 ） 
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＜別紙１―②＞         年中行事予定表 

 １  階 ２  階 ３  階 

４月 
親睦会 親睦会 親睦会 

   

５月 

お花見 お楽しみ会 お花見 

大相撲星取り 大相撲星取り 大相撲星取り 

   

６月 
お楽しみ会 お楽しみ会 お楽しみ会 

   

７月 

納涼祭 納涼祭 納涼祭 

大相撲星取り 大相撲星取り 大相撲星取り 

   

   

８月 
お楽しみ会 お楽しみ会 お楽しみ会 

   

９月 

敬老会 敬老会 敬老会 

大相撲星取り 大相撲星取り 大相撲星取り 

   

   

１０月 
ゲーム大会 食事会 食事会 

   

１１月 

お食事会 ゲーム大会 茶話会 

大相撲星取り 大相撲星取り 大相撲星取り 

   

１２月 
クリスマス会 クリスマス会 クリスマス会 

   

１月 

新年会（お食事会） 新年会（お食事会） 新年会 

大相撲星取り 大相撲星取り 大相撲星取り 

   

２月 
節分＆ゲーム大会 茶話会 節分＆ゲーム大会 

   

３月 

ひな祭り＆茶話会 ひな祭り＆茶話会 ひな祭り＆茶話会 

大相撲星取り 大相撲星取り 大相撲星取り 
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＜別紙２＞ 

 

ユニット型介護保健施設サービスについて 

 

１．介護保険証の確認 

  ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．ユニット型介護保健施設サービス 

     当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば在宅で生活できる状態になるかという

施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、入居者に関わるあらゆる職種の職員の協議

によって作成されますが、その際、ご本人・身元引受人の希望を十分に取り入れ、計画の内容につい

て同意をいただいてからサービスを提供することとなっています。 

 

  ◇医療： 

    ユニット型介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、 

医師・看護職員が常勤していますので、入居者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 

  ◇機能訓練： 

    原則として機能訓練室で行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテー 

ション効果を期待したものです。 

  ◇栄養管理： 

     心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。 

  ◇生活サービス： 

   当施設入居中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に入居者の立場に立っ 

て運営しています。 

 

３．利用料金の支払い方法 

ご利用者様各位のご都合のよい金融機関を指定していただき、利用料をご指定の口座から自動 

引落しさせていただきます。 

毎月１０日頃に前月分の請求書を発送し、その月の２７日（金融機関が休日の場合は翌営業日） 

にご指定の口座から引落しになります。 

    領収書は、翌月の請求書発送時に同封させていただきます。 
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＜別紙３＞ 

利用料一覧表及び説明書 ユニット型介護老人保健施設 青照苑 

区                 分 内           容 

金               額 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

 ユニット型介護保健施設サー

ビス費(Ⅰ)（ⅱ） 

 要 介 護  １ 

在宅強化型 

日    額 876 円 1,752 円 2,628 円 

 要 介 護  ２ 日    額 952 円 1,904 円 2,856 円 

 要 介 護  ３ 日    額 1,018 円 2,036 円 3,054 円 

 要 介 護  ４ 日    額 1,077 円 2,154 円 3,231 円 

 要 介 護  ５ 日    額 1,130 円 2,260 円 3,390 円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニット型介護保健施設サー

ビス費(Ⅰ)  に対する加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜勤職員配置加算 １日 につき 24 円 48 円 72 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １日 につき 22 円 44 円 66 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １日 につき 18 円 36 円 54 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） １日 につき 6 円 12 円 18 円 

栄養マネジメント強化加算 １日 につき 11 円 22 円 33 円 

退所時栄養情報連携加算 １回 につき 70 円 140 円 210 円 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） １日 につき 51 円 102 円 153 円 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) １月 につき 53 円 106 円 159 円 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) １月 につき 33 円 66 円 99 円 

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) １日 につき 258 円 516 円 774 円 

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1 日 につき 200 円 400 円 600 円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

（Ⅰ） 
１日 につき 240 円 480 円 720 円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

（Ⅱ） 
１日 につき 120 円 240 円 360 円 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） １日 につき 3 円 6 円 9 円 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） １日 につき 4 円 8 円 12 円 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） １日 につき 90 円 180 円 270 円 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） １日 につき 110 円 220 円 330 円 

経口移行加算 １日 につき 28 円 56 円 84 円 

経口維持加算(Ⅰ) １月 につき 400 円 800 円 1,200 円 

経口維持加算(Ⅱ) １月 につき 100 円 200 円 300 円 

療養食加算 １食 につき 6 円 12 円 18 円 

外泊時の費用(注１) １日 につき 362 円 724 円 1,086 円 

外泊時の費用（在宅サービスを利用

する場合）(注１) 
１日 につき 800 円 1,600 円 2,400 円 

初期加算(Ⅰ) １日 につき 60 円 120 円 180 円 

初期加算(Ⅱ) １日 につき 30 円 60 円 90 円 

再入所時栄養連携加算 １回 のみ 200 円 400 円 600 円 

新興感染症等施設療養費 １日 につき 240 円 480 円 720 円 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 

※（Ⅰ）（Ⅱ）いずれか加算 
１回 につき 450 円 900 円 1,350 円 

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 

※（Ⅰ）（Ⅱ）いずれか加算 
１回 につき 480 円 960 円 1,440 円 

試行的退所時指導加算 １回 につき 400 円 800 円 1,200 円 

退所時情報提供加算(Ⅰ) １回 につき 500 円 1,000 円 1,500 円 

退所時情報提供加算(Ⅱ) １回 につき 250 円 500 円 750 円 

入退所前連携加算（Ⅰ） １回 につき 600 円 1,200 円 1,800 円 

入退所前連携加算（Ⅱ） １回 につき 400 円 800 円 1,200 円 

訪問看護指示加算 １回 につき 300 円 600 円 900 円 
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ユニット型介護保健施設サー

ビス費(Ⅰ)  に対する加算 

 

 

 

 

  

認知症行動・心理症状緊急対応加算

(7 日を限度) 
１日 につき 200 円 400 円 600 円 

認知症チームケア推進加算(Ⅰ) １月 につき 150 円 300 円 450 円 

認知症チームケア推進加算(Ⅱ) １月 につき  120 円 240 円 360 円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 退所時 １回 140 円 280 円 420 円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 退所時 １回 70 円 140 円 210 円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 退所時 １回 240 円 480 円 720 円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 退所時 １回 100 円 200 円 300 円 

緊急時治療管理（3 日を限度） １日 につき 518 円 1,036 円 1,554 円 

所定疾患施設療養費(Ⅰ) ※（Ⅰ）

（Ⅱ）いずれか加算 
１日 につき 239 円 478 円 717 円 

所定疾患施設療養費(Ⅱ) ※（Ⅰ）

（Ⅱ）いずれか加算 
１日 につき 480 円 960 円 1,440 円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 1 月につき 3 円 6 円 9 円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 1 月につき 13 円 26 円 39 円 

排せつ支援加算（Ⅰ） １月 につき 10 円 20 円 30 円 

排せつ支援加算（Ⅱ） １月 につき 15 円 30 円 45 円 

排せつ支援加算（Ⅲ） １月 につき 20 円 40 円 60 円 

 安全対策体制加算 入所中 1 回 20 円 40 円 60 円 

 自立支援推進加算 １月 につき 300 円 600 円 900 円 

 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） １月 につき 40 円 80 円 120 円 

 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） １月 につき 60 円 120 円 180 円 

協力医療機関連携加算(１) １月 につき 100 円 200 円 300 円 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) １月 につき 10 円 20 円 30 円 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) １月 につき 5 円 10 円 15 円 

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1 月 につき 100 円 200 円 300 円 

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) １月 につき 10 円 20 円 30 円 

ターミナルケア

加算 

死亡日以前 31 日以上

45 日以下 
１日 につき 72 円 144 円 216 円 

死亡日以前 4 日以上

30 日以下 
１日 につき 160 円 320 円 480 円 

死 亡 日 の 前 日 及 び

前々日 
１日 につき 910 円 1,820 円 2,730 円 

死亡日 １日 につき 1,900 円 3,800 円 5,700 円 

特定治療 厚生労働大臣が定める額 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)（ⅱ）及び算定したすべての加算

額×7.5%の額 

居住費 ユニット型個室 １日 につき 2,0６6 円 

食 費  １日 につき 1,６０0 円 

 

１．保険給付の自己負担額について   注：（  ）内は２割負担、〈  〉内は３割負担の場合の金額 

＊夜勤職員配置加算として、施設サービス費１日につき２４円（４８円）〈７２円〉が加算されます。 

 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅰ）として、施設サービス費１日につき２２円（４４円）〈６６円〉が加算されます。 

 

＊栄養状態を評価し、栄養ケア計画のもと、必要に応じて食事の観察の実施や食事の調整等を行い、その情報

を厚生労働省へ提出することにより、栄養マネジメント強化加算として、施設サービス 1日につき１１円（２２円）<

３３円>が加算されます。 
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＊退所先の医療機関等に対して、該当者の栄養管理に関する情報提供を行った場合、退所時栄養情報連携

加算として、１回につき７０円(１４０円)<２１０円>が加算されます。 

 

＊在宅強化型施設サービス費を算定しており、更に在宅復帰・在宅療養支援を強化している施設について、要

件を満たす場合は、在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）１日につき５１円（１０２円）〈１５３円〉が加算されま

す。 

 

＊入居者ごとのリハビリテーション計画を作成し、その内容等の情報を厚生労働省に提出、口腔衛生管理加算

(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定している場合、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)と

して、施設サービス 1 日につき５３円（１０６円）<１５９円>が加算されます。 

 

＊入居者ごとのリハビリテーション計画を作成し、その内容等の情報を厚生労働省に提出することにより、リハビリ

テーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)として、施設サービス 1日につき３３円（６６円）<９９円>が加算されま

す。 

 

＊入居して３ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行い、かつ原則として入居時及び 1 月に 1 回以上

ADL 等の評価を行うとともにその評価結果等の情報を厚生労働省に提出した場合、短期集中リハビリテーショ

ン実施加算(Ⅰ)として１日につき２58 円（５１６円）〈７７４円〉が加算されます。 

 

＊入居して３ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加

算(Ⅱ)として１日につき２００円（４００円）〈６００円〉が加算されます。 

 

＊入居者が退所後生活する居宅または社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえ 

たリハビリテーション計画を作成していること。入居して３ヶ月以内の期間に認知症の方に週３回を限度にリハ 

ビリテーションを行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)として１日につき２４０円（４８０ 

円）〈７２０円〉が加算されます。 

 

＊入居して３ヶ月以内の期間に認知症の方に週３回を限度にリハビリテーションを行った場合は、認知症短期集 

中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)として１日につき１２０円（２４０円）〈３６０円〉が加算されます。 

 

＊認知症介護の専門的な研修終了者を従業者に配置し専門的ケアを実施した場合は、認知症専門ケア加算

（Ⅰ）として１日につき３円（６円）<９円>、認知症専門ケア加算（Ⅱ）の場合は１日につき４円（８円）<１２円> が 

加算されます。 

 

＊口腔衛生管理体制を整備し、入居者に応じた口腔衛生の管理を計画的に行った場合は、口腔衛生管理加算

（Ⅰ）として１日につき９０円（１８０円）<２７０円>、また口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労

働省に提出し必要な情報を活用した場合は、口腔衛生管理加算（Ⅱ）として、1 日につき１１０円（２２０円）<３３

０円>が加算されます。 
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＊経管により食事を摂取している入居者に、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合 

は、経口移行加算として１日につき２８円（５６円）〈８４円〉が加算されます。 

 

＊経口により食事を摂取している利用者で、摂食機能障害や誤嚥を有する方を対象に多職種が共同して食事 

の観察及び会議等を行い、経口維持計画を作成している場合であって、医師の指示に基づき管理栄養士が 

栄養管理を行った場合は、経口維持加算（Ⅰ）として１月につき４００円（８００円）〈１,２００円〉が加算されます。 

 

＊協力歯科医療機関を定めている場合、経口維持加算（Ⅰ）において行う食事の観察及び会議等に、医師又 

は言語聴覚士が加わった場合は、経口維持加算（Ⅰ）に加えて経口維持加算（Ⅱ）として１月につき１００円 

（２００円）〈３００円〉が加算されます。 

 

＊医師の指示箋に基づき、糖尿病食などの療養食を提供した場合は、１食につき６円（１２円）〈１８円〉が加算さ

れます。 

 

＊外泊された場合は、別紙３の施設サービス費に代えて１日につき３６２円（７２４円）〈１,０８６円〉を徴収します。 

ただし、外泊の初日と施設に戻られた日は入居日同様の扱いとなり、外泊扱いにはなりません。 

  １月に６日を限度として算定されます。 

 

＊居宅における外泊を認め、介護老人保健施設により提供される在宅サービスを利用した場合は、１月に６日 

を限度として、別紙３の施設サービス費に代えて１日につき８００円（１,６００円）〈２,４００円〉を徴収します。 

 

＊急性期医療を担う一般病棟への一般病棟への入院後３０日以内に退院し当施設に退院した場合、なおかつ

空床情報を地域医療機関に定期的に情報公表し、ウェブサイトに定期的に公表するとともに急性期医療を担

う複数医療機関の入他院支援部門に対し定期的に情報共有を行っている場合、入居後３０日以内に限り、初

期加算(Ⅰ)として上記の施設サービス費１日につき６０円（１２０円）〈１８０円〉が加算されます。 

 

＊入居後３０日以内に限り、初期加算(Ⅱ)として上記の施設サービス費１日につき３０円（６０円）〈９０円〉が加算さ 

 れます。 

 

＊入居後体調不良等にて医療機関に入院し、施設入居時を大きく異なる栄養管理が必要となった場合、当施 

設の管理栄養士と入院先の管理栄養士が連携して、当施設再入居時の栄養管理に関する調整を行った場 

合、再入所時栄養連携加算として再入居時に１回２００円（４００円）〈６００円〉が加算されます。 

 

＊厚生労働大臣が別に定める感染症に感染した場合に、相談対応・診療・入院調整等を行う医療機関を確保し、

かつ、当該感染症に感染した入居者等に対し適切な感染対策を行ったうえで該当する介護サービスを行った

場合、１月に１回、連続する５日間を限定として、新興感染症等施設療養を２４０円(４８０円)<７２０円＞が加算さ

れます。 
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＊入居期間が１月を超えると見込まれる利用者の入居予定日前３０日以内又は入居後７日以内に、退所後生 

活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合、入所 

前後訪問指導加算（Ⅰ）として４５０円（９００円）〈１,３５０円〉が加算されます。 

 

＊入居期間が１月を超えると見込まれる利用者の入居予定日前３０日以内又は入居後７日以内に、退居後生 

活する居宅を訪問し、退居を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能 

の具体的な改善目標を定めるとともに、退居後の生活に係る支援計画を策定した場合、入所前後訪問指導 

加算（Ⅱ）として４８０円（９６０円）〈１,４４０円〉が加算されます。 

 

＊退居後の主治医、又は社会福祉施設等に対し、文書をもって心身の状況・生活歴等を示す情報を提供した 

 場合、退所時情報提供加算(Ⅰ)として５００円（１,０００円）〈１,５００円〉が加算されます。 

 

＊退居後の医療機関に対し、文書をもって心身の状況・生活歴等を示す情報を提供した場合、退所時情報提 

供加算(Ⅱ)として２５０円（５００円）〈７５０円〉が加算されます。 

 

＊入居予定日前３０日以内又は入居後３０日以内に退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者の介護支援

専門員と連携し、入所予定日前 30 日以内又は入所後 30 日以内に、退所後の居宅における居宅サービスの

利用方針を定める調整を行った場合、入退所前連携加算（Ⅰ）として６００円（１，２００円）<１，８００円>が入所

中に 1 回加算されます。 

 

＊入居者が退所予定となり、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、退居後の居宅サービスの利用

上必要な調整を行った場合、退所前連携加算(Ⅰ)として４００円（８００円）〈１,２００円〉が入所中に 1 回加算さ 

れます。 

 

＊退居後に訪問看護の利用が必要であると医師が認め、訪問看護ステーションに対し指示書を交付した場合、

訪問看護指示加算として３００円（６００円）〈９００円〉が加算されます。 

 

＊認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であり、緊急に入居することが適当であると判断した場  

合は、認知症行動・心理症状緊急対応加算として２００円（４００円）〈６００円〉が加算されます。 

 

＊施設における入居者のうち周囲のものによる日常生活に対する注意が必要な認知症の者が 2 分の 1 以上であ

り、認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する専門的研修を修了又はケアプログラムを

修了した者を 1 名以上配置し、かつ、複数の介護職員からなるチームでケアを、計画的に行い定期的に評価

見直しを行って対応した場合は、認知症チームケア推進加算（Ⅰ）として１５０円(３００円)<４５０円＞が加算され

ます。 
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＊施設における入居者のうち周囲のものによる日常生活に対する注意が必要な認知症の者が 2 分の 1 以上であ

り、認知症の行動・心理症状の予防に資する専門的研修を修了又はケアプログラムを修了した者を 1 名以上

配置し、かつ、複数の介護職員からなるチームでケアを、計画的に行い定期的に評価見直しを行って対応し

た場合は、認知症チームケア推進加算（Ⅱ）として１２０円(２４０円)<３６０円＞が加算されます。 

 

＊介護老人保健施設の医師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講したうえで、入居前のかかりつけ医と連

携し、合意のうえで、６種類以上の内服薬が処方されている入居者のお薬の処方内容を変更する取り組みを

行った場合は、かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イとして、入居中に 1 回退所時に１４０円（２８０円）<４２０

円>が加算、また施設において調整を行った場合は、かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロとして、入居中に

1 回退所時に７０円（１４０円）<２１０円>、また入居者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用

した場合は、かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）として、同じく２４０円（４８０円）<７２０円>が加算、さらに入居

時に処方されていた内服薬の種類が退居時において１種類以上減少している場合は、かかりつけ医連携薬

剤調整加算（Ⅲ）として同じく１００円（２００円）<３００円>が加算されます。 

 

＊入居者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合は、緊急時施設療養費 緊急時治療 

管理として１月に１回、３日を限度として１日につき５１８円（１,０３６円）〈１,５５４円〉が加算されます。 

 

＊所定疾患施設療養費 

 ①肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪に対し、施設内で対応を行った場合、所定疾

患施設療養費（Ⅰ）として１月に１回、７日を限度として１日につき２３９円（４７８円）〈７１７円〉が加算されます。 

 ② ①の他、医師が感染症対策に関する研修を受講している場合は、所定疾患施設療養費（Ⅱ）として１回、 

  １０日を限度として１日につき４８０円（９６０円）〈１,４４０円〉が加算されます。 

 

＊入居者の褥瘡発生を予防するため、入居時及び定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理し、

その評価結果等を厚生労働省に提出し情報等を活用した場合、1 月につき褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）３円（６

円）〈９円〉が加算、また入居時に褥瘡発生リスクがあり、その後褥瘡の発生がない場合は、同じく褥瘡マネジメ

ント加算（Ⅱ）として１３円（２６円）<３９円>が加算されます。 

 

＊排せつ障害等のため排せつに介護を要する入居者に対し、多職種協働で支援計画を作成し、その計画に基

づいた支援を行い、評価結果等を厚生労働省に提出した場合、排せつ支援加算（Ⅰ）として１月につき１０円

（２０円）〈３０円〉が加算、またその対応により排尿・排便の状態に改善または悪化がない、おむつ使用等の基

準等に適合した場合、排せつ支援加算（Ⅱ）として同じく１５単位（３０単位）<４５単位>、もしくは排せつ支援加

算（Ⅲ）として２０円（４０円）<６０円>が加算されます。 

 

＊リスクマネジメントに関する外部研修を受けた担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備され

ている場合、入居時に 1 回、安全対策体制加算として２０円（４０円）<６０円>が加算されます。 

 

＊医師により、入居者の自立支援のために必要な医学的評価、多職種での支援計画等の作成を行い、定期的

な見直しを行うとともに、医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合、自立支

援促進加算として 1 月につき３００円（６００円）<９００円>が加算されます。 
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＊入居者の日常生活動作、栄養状態、口腔機能、認知症の状況やその他の状況等に係る基本的な情報を厚

生労働省に提出する取り組みを行った場合、科学的介護推進体制加算（Ⅰ）として 1 月につき４０円（８０円）<１

２０円>が加算、またそれに加えて疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労働省に提出する取り組みを行っ

た場合、科学的介護推進体制加算（Ⅱ）として、同じく６０円（１２０円）<１８０円>が加算されます。 

 

＊一定の要件を満たす協力医療機関との間で入居者等の同意を得て当該入居者等の病歴などの情報を共有

する会議を定期的に開催している場合、協力医療機関連携加算(１)として、１月につき１００円(２００円)<３００円

>が加算されます。 

 

＊感染症法に規定する第二種協定指定医療危難との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し、

適切な連携をして対応していること。また、指定された医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染

対策に関する研修又は訓練に 1 年に 1 回以上参加している場合、1 月につき、１０円(２０円)<３０円>が加算さ

れます。また、指定された医療機関から 3 年に 1 回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る

実地指導を受けている場合、1 月につき５円(１０円)<１５円>が加算されます。 

 

＊利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会の開催

などを継続的に行ったうえで、見守り機器等のテクノロジーを複数導入したうえで、1 年以内ごとに 1 回、業務

改善の取り組みによる効果を示すデータの提出を行った場合、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)として、1 月に

つき、１００円(２００円)<３００円＞、同様の取り組みを行い見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入の場合

は、生産性向上推進体制加算(Ⅱ)として、1 月につき１０円(２０円)<３０円>が加算されます。 

 

＊医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断され、あらかじめ入居者又は身元引受人に説明・同意を得た

場合に限り、ターミナルケア加算として死亡日以前４５日前～３１日前は１日につき７２円（１４４円）<２１６円>、死

亡日以前３０日～４日前は１日につき１６０円（３２０円）〈４８０円〉、死亡日前々日及び前日については１日につ

き９１０円（１，８２０円）〈２，７３０円〉、死亡日については１，９００円（３,８００円）〈５，７００円〉が加算されます。 

 

＊特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われる処置・注射等について、診療報 

 酬の算定方法（医科診療報酬点数表）により計算することとなっております。 

 

＊介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)として、介護保険給付対象額の７.５%が加算されます。 
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２．利用料について 

①居住費（ユニット型個室） / １日 ２,０６６円 

 

②食費 / １日 １，６００円 

＊ただし、市町村より負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている居住費及び食費 

 の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費及び食費の上限となります。 

 利用者負担段階区分 

負  担  額 

居 住 費 食 費 

第１段階 ユニット型個室 日額 ８２０円 日額 ３００ 円 

第２段階 ユニット型個室       日額 ８８０円 日額 ３９０ 円 

第３段階① ユニット型個室       日額 1,３７０円 日額 ６５０ 円 

第３段階② ユニット型個室 日額 １,３７０円 日額 １,３６０ 円 

第４段階 ユニット型個室       日額 ２,０６６円 日額 １，６００ 円 

 

③特別な室料 / １日 

  特別な療養室のご利用を希望される場合にお支払いいただきます。 

 なお、ご利用の場合、外泊された期間についても特別な室料をお支払いいただきます。 

品  目 内  容 単 価 利用者選択 

特別な室料  トイレ、テレビ、冷蔵庫、エアコン付（４部屋） １日 ２，０００円 可 ・ 不 

特別な室料 
 トイレ、テレビ、冷蔵庫、応接ｾｯﾄ、   

エアコン付（２部屋） 
１日 ５，０００円 可 ・ 不 

 

④日用品費 / １日 ９６円 

  おしぼり、トイレットペーパー、石鹸及び入浴時に使用するシャンプー・リンス洗剤等の費用です。 

 本人又は家族が希望し、施設で用意したものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。 

  ただし、本人又はその家族が個人使用のために当施設に持込みし、当施設の該当する物品を使用しな 

 かった場合は、下記単価より使用しなかった日数について日用品費請求額から差し引きます。 

品  目 内  容 単 価 利用者選択 

おしぼり  おしぼりの提供・管理を含む  １日  ３１ 円 可 ・ 不 

トイレットペーパー  入替え及び点検管理を含む  １日  ２７ 円 可 ・ 不 

石鹸（ハンドソープ）  使用状況管理・衛生管理を含む  １日   １円 可 ・ 不 

入浴洗剤  髪・体シャンプー、リンス  １日  ３７ 円 可 ・ 不 

 

⑤嗜好品 / １日 ６円 

  本人又は家族が希望し、施設で用意したものをご利用いただく場合は、１日につき６円をお支払いいた 

 だきます。 

品  目 内  容 単 価 利用者選択 

嗜好品   ｺｰﾋｰ、紅茶、緑茶、ｼﾞｭｰｽ   １日  ６円 可 ・ 不 
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⑥教養娯楽費 

  クラブ活動や行事で使用する折り紙、のり、絵具、墨汁等の材料の費用であり、参加された場合には、 

 実費をお支払いいただきます。 

品  目 内  容 金 額 

教養娯楽費  クラブ活動や行事で使用する材料の費用 実 費 

 

 

⑦その他の行事費 

 バス遠足や観劇等に参加された場合には、実費をお支払いいただきます。 

品  目 内  容 金 額 

その他の行事費   バス遠足や観劇等の入園料 実 費 

 

⑧健康管理費 

  インフルエンザや肺炎球菌の予防接種を希望され実施した場合には、予防接種に係る実費をお支 

 払いいただきます。 

品  目 内  容 金 額 

健康管理費   インフルエンザ・肺炎球菌予防接種費用 実 費 

 

⑨私物の洗濯 

 ・私物の洗濯を、洗濯室でご自分で手洗いすることができます。 

 ・洗濯室にコインランドリー、乾燥機がありますので、ご利用いただけます。 

 ・私物の洗濯を、当施設の洗濯委託業者に出すことができます。（洗濯代金の請求・領収については、 

  売店窓口で請求事務代行を行っております。） 

⑩テレビの利用 / １日 

  各ユニットの生活共同室にテレビが備えられていますが、居室にて利用を希望される方にはテレビ 

 （居室内に設置）をお貸しいたします。ご利用された場合には、１日につき５０円をお支払いいただき 

 ます。 

品  目 内  容 単 価 利用者選択 

テレビ料   居室内にテレビを設置   １日  ５０円 可 ・ 不 

 

 

⑪冷蔵庫の利用 / １日 

  利用を希望される方には冷蔵庫（居室内に設置）をお貸しいたします。ご利用された場合には、１日 

 につき５０円をお支払いいただきます。 

品  目 内  容 単 価 利用者選択 

冷蔵庫料  居室内に冷蔵庫を設置   １日  ５０円 可 ・ 不 
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⑫その他の費用 

  診断書等の文書料については、別途お支払いが必要となります。 

品  目 内  容 金 額 

診断書料等の文書料  診断書、証明書等の費用 実 費 

 

⑬居室確保料 / １日 

  一時的入院のため退居されるなどの場合に、ご本人が再入居されるまで、元の部屋を確保しておく 

 ことを希望されるときにお支払いいただきます。 

品  目 内  容  金 額 

居室確保料 

（介護保険給付対象外） 

 一時的な入院から再入居される期間中

の居室の確保料（６日程度） 
１日につき （注１） 

 (注１)   居室確保料は、退居直前の利用者負担段階区分に対応する下記の金額となります。 

      第１段階 ９０２円、第２段階 ９６８円、第３段階①② １，５０７円、第４段階 ２，２７２円 （税込み） 
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＜別紙４＞        個 人 情 報 の 利 用 目 的  

  

ユニット型介護老人保健施設 青照苑は、個人情報を下記のとおり取り扱います。  

  

１． 使用目的  

（１） 介護保険における介護認定の申請・更新･変更等において必要な場合  

（２） サービス提供の開始及び終了における、医療機関や居宅介護支援事業者または 

介護サービス事業者に対する、利用者の状態や家族の状況など情報提供が必要な 

場合  

（３） 他施設等の入所希望により、情報提供が必要となった場合  

（４） 施設サービス利用中、体調不良等により保険医療機関への情報提供の必要性が 

生じた場合  

（５） 介護保険の請求事務に必要な場合  

（６） 公的機関等からの調査依頼において必要な場合  

（７） 施設サービス利用中の事故に係る保険会社等への相談・届出等において必要な 

場合  

（８） 「介護サービス情報の公表」に係る調査に必要な場合  

（９） その他施設サービス利用を受けるにあたって必要な場合  

（１０）上記各号に係らず緊急を要する場合  

  

２． 個人情報を提供する事業所等  

（１） 自治体（保険者）等  

（２） 利用予定の居宅介護支援事業者をはじめ、介護サービス事業者。また、在宅生活を

継続するにあたって必要とおもわれる者  

（３） 介護保険施設等  

（４） 保険医療機関  

（５） 国保連合会、自治体（保険者）  

（６） 公的機関等  

（７） 地方公共団体、保険会社等  

（８） 「介護サービス情報の公表」における調査機関  

（９） 地域包括支援センター、民生委員等必要とおもわれる者  

（１０）緊急内容により必要とおもわれる関係機関等  

  

３． 使用する期間  

  サービスの提供を受けている期間及び保険事務終了までの期間  

  

４． 使用する条件  

（１） 個人情報については、必要最小限で使用するものとし、サービス提供に係る目的以

外では決して使用しない。また、サービス利用に係る契約の締結前からサービス終了

後においても第三者に漏らさない。  

（２） 個人情報を使用した会議の日時･出席者･内容などについて記載し、会議以外で使

用した場合においても同様に記録する。  
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＜別紙５＞         事故発生時の対応について 

ユニット型介護老人保健施設 青照苑 

＜利用者に不安を与えないよう、あわてず速やかに対応します。＞ 

事故発生時の施設での対応の流れは以下の通りです。 

〇昼間時の対応 

１． 疼痛、炎症状態の観察、出血の有無、バイタルチェックなど利用者の状態を観察の 

うえ医師に報告し、指示を受ける。 

２． 担当者は、看護部長、看護副部長、看護（総括）課長又は責任看護師又は介護リーダーに詳細

を報告する。看護部長は事務部長に連絡する。 

３． 入院が必要なときは、看護部長、看護副部長又は看護（総括）課長等が身元引受人又は家族に

連絡する。 

４． 入院の際は、必要に応じて救急車を依頼する。 

５． 転倒した時及び処置が必要な時等は医師に報告し、通院して検査等を行う。 

〇夜間緊急時の対応（リーダーは役割分担を決める） 

１． 看護職・介護①・・・アンビュー、酸素吸入、心臓マッサージ、血管確保等を行う。看護職は救急車

へ付き添う。 

２． 介護②・・・氏名、年齢、性別、意識レベル、バイタル（ＢＤ・Ｐ呼吸状態）等を下記へ連絡する。 

ア． 医師へ連絡 

イ． 慈恵会病院へ連絡 

ウ． 救急車の手配（119 番） 

エ． 身元引受人又は家族へ連絡 

３． 介護③・・・慈恵会病院へ搬送の準備をする。 

ア． 玄関の鍵を開ける 

イ． 救急隊員を部屋に案内する 

ウ． カルテ（温度表・現在使用の記録用紙）を準備する          

エ． タクシー券を準備する 

〇職員が原因となった事故等について 

１． 利用者の状態を直ちに看護部長、医師に報告し、指示を受ける。受診した場合はその結果を看

護部長等に報告し、身元引受人又は家族が病院に向かう場合は身元引受人又は家族が到着す

るまで利用者に付き添っていること。 

２． 受診の結果によっては、医師、看護部長及び事故に関係した職員が病院に行き、身元引受人又

は家族に報告・謝罪すること。この際、身元引受人又は家族がパニックにならないよう、誠意をもっ

て冷静に対応すること。 

３． 法的・金銭的な問題が生ずる可能性があるので、事務に対しては詳細に報告すること。 

４． 看護部長は速やかに事故報告書を提出するよう指導すること。 

５． 状況により、必要であればタクシー券を利用すること。 

 

〇事故発生後、当施設は、速やかに市町村に連絡する。 
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＜別紙６＞ 

サービスに関する要望・苦情窓口当について 

ユニット型介護老人保健施設 青照苑 

 

１ 施設の連絡先、苦情窓口担当者、苦情対応責任者 

 

連絡先  住所    青森市大字羽白字野木和４５番地 

 

          電話番号 ０１７（７８８）３０００ 

           

FAX    ０１７（７８８）３２９５ 

    

苦情窓口担当者   中谷 八千代 （看護部長） 

苦情対応責任者   小野 恒平   （事務兼支援相談室長） 

受付時間         午前８時３０分～午後５時 

 

２ 苦情処理体制 

  苦情処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

  当事業所以外に、お住いの市町村及び青森県国民健康保険団体連合の相談・苦情窓口

等に苦情を伝えることができます。 

 

  ア  青森市福祉部介護保険課                 TEL ０１７―７３４－５２５７ 

 

  イ  青森県国民健康保険団体連合会（介護保険苦情相談窓口） 

                                       TEL ０１７－７２３－１３０１ 
 

 

利用者 

 

苦情窓口担当者 

 

苦情対応責任者 

 

利用者 

 

施設長 

 

事業所内に苦情内容及びその解決方法を掲示 

 

 

 

 

Kkk っ解決方法を 
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ユニット型介護老人保健施設青照苑 入居利用同意書 
 

１ ユニット型介護老人保健施設 青照苑を入居利用するにあたり、ユニット型介護老人保健施 

 設入居利用約款及び別紙１、別紙２、別紙３、別紙４、別紙５、別紙６を受領し、これらの内容に関して、 

担当者による説明を受け、これらを十分に理解したので同意します。 

２ 入居に当り、次のことを確認いたしました。 

① 居室における入居者の氏名の掲示                 はい ・ いいえ 

② 面会者等の外部からの問い合わせへの回答           はい ・ いいえ 

③ 機関紙へ掲載する行事などにおける入居者の写真 

施設内の写真の展示                          はい ・ いいえ 

 

令和     年    月    日 

 

＜入居利用者＞ 

住  所 

氏  名                          印 

 

＜身元引受人＞ 

住  所 

氏  名                          印 

 

ユニット型介護老人保健施設 青照苑 

管理者   木村 隆一  殿 

 

【本約款第１５条３項の緊急時の連絡先】 

第１緊急連絡先 

第２緊急連絡先 

 

＜説明者＞ 

                                        所   属 

 

                                        氏   名                       

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所  

・電話番号  

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所  

・電話番号  


